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【年通号数】公開・登録公報2008-040
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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月30日(2009.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状に伸びる凹部を４つ以上かつ帯状に伸びる凸部を３つ以上有するとともに凹部と凸
部とが１つずつ交互に形成されている第１の支持部成長領域と、前記凹部および前記凸部
が形成されていないリッジ部成長領域と、帯状に伸びる凹部を４つ以上かつ帯状に伸びる
凸部を３つ以上有するとともに凹部と凸部とが１つずつ交互に形成されている第２の支持
部成長領域と、がこの順に配列された表面を有する窒化物半導体基板を作製する第１工程
と、
　前記窒化物半導体基板の前記表面上に複数の窒化物半導体層を順次積層することによっ
て、前記リッジ部成長領域の上方に位置する最上面の平坦部よりも前記支持部成長領域の
前記凸部の上方に位置する最上面の方が上方に突出している窒化物半導体層積層構造体を
作製する第２工程と、
　前記リッジ部成長領域の上方における前記窒化物半導体層積層構造体の表面の一部を帯
状に除去することによって、前記窒化物半導体層積層構造体の一部に上方に突出したリッ
ジ部を形成する第３工程と、
　を含む、窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項２】
　前記凹部の開口部の幅が３μｍ以上であり、前記凸部の上面の幅が１０μｍ以上５０μ
ｍ以下であることを特徴とする、請求項１に記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項３】
　前記凹部の深さが１．８μｍ以上であることを特徴とする、請求項１または２に記載の
窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項４】
　前記窒化物半導体基板の前記表面における、前記凹部の長手方向に平行な方向のオフ角
をθpとし、前記凹部の長手方向に直交する方向のオフ角をθvとしたとき、
　θpが０．２°以上１°以下であって、θvが０．２°以下であり、（θv／θp）が０．
７以下であることを特徴とする、請求項１から３のいずれかに記載の窒化物半導体レーザ
素子の製造方法。
【請求項５】
　前記第１の支持部成長領域および前記第２の支持部成長領域のそれぞれにおいて、前記
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凸部の上面の幅の最大値と最小値との差の絶対値が５μｍ以下であることを特徴とする、
請求項１から４のいずれかに記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【請求項６】
　前記リッジ部を金属膜で被覆する工程を含むことを特徴とする、請求項１から５のいず
れかに記載の窒化物半導体レーザ素子の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は、帯状に伸びる凹部を４つ以上かつ帯状に伸びる凸部を３つ以上有するととも
に凹部と凸部とが１つずつ交互に形成されている第１の支持部成長領域と、凹部および凸
部が形成されていないリッジ部成長領域と、帯状に伸びる凹部を４つ以上かつ帯状に伸び
る凸部を３つ以上有するとともに凹部と凸部とが１つずつ交互に形成されている第２の支
持部成長領域と、がこの順に配列された表面を有する窒化物半導体基板を作製する第１工
程と、窒化物半導体基板の表面上に複数の窒化物半導体層を順次積層することによって、
リッジ部成長領域の上方に位置する最上面の平坦部よりも支持部成長領域の凸部の上方に
位置する最上面の方が上方に突出している窒化物半導体層積層構造体を作製する第２工程
と、リッジ部成長領域の上方における窒化物半導体層積層構造体の表面の一部を帯状に除
去することによって、窒化物半導体層積層構造体の一部に上方に突出したリッジ部を形成
する第３工程と、を含む、窒化物半導体レーザ素子の製造方法である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、本発明の窒化物半導体レーザ素子の製造方法においては、第１の支持部成長領域
および第２の支持部成長領域のそれぞれにおいて、凸部の上面の幅の最大値と最小値との
差の絶対値が５μｍ以下であることが好ましい。
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